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学位授与.報告

石田英夫君学位授与報告

報 告 番 号 甲 第 475号 

学位の種類経済学博士  

授与め年月日昭和51年 9 月30日 

学 位 論 文 題 名 「日本の労使関係と貧金決定に関する 

契諷的研究j

内 容 の 要 旨

r日本の労使関係と貧金決定に関する獎証的 

研究j 論文要旨

, . おff l英夫

この論文はわが国の民間大企業の労使関係の現状を 

実証的分析し，評価することを目的としている。労 

使関係の諸領域の中から, われわれは雇用制度，団体 

交淡，賃金決定，労働者意識という問題領域をえらび 

行動論的方法で接近した。

この論文めねらいとして次め四点があげられる。

第一に，わが国の労使関係はI960年代以降日本経済 

の高度成長の過程でどの程度変化したかを明らかにす 

ることである。

第二に,わが国の労使関係において経営者のビヘイ 

ビアの研-ラ*Sが立ちおくれてお,り，この研3̂ [^でそのケ落 

を多少とも補おうとした。

第三!<と,わが国の社会的特性からして非公式過程に 

メスを入れることが重要だと考えた。

第四r , 日本の労使関係を国際的なパ^スべクチィ 

プにおいて分析し，評価することによって,その普遍 

性と特殊性を明らかにしようとした。 .

この論文の内容を悪約すると次のようになる。

日本型雇用制度とその国際的展開

終:97了M/jj制度は，日本経济の高度成是の過程で崩壊 

しなかったぱかりズ'はなく，むしろ経済成長に積極的 

に貢献した。この制度の集団統合面における彌みおけ 

でなく，企業内教育投資の効本の高さなど労働力管理 

の而のメリジトも注目されるようになった。今後の低. 

成長経済の下で，企業は一^時帰休制やバタフプ労働力 

め利川などによって照用調盤能力の強化をはかりつつ

—— 117

も，終身照用制を雄持していぐと予想される。

国際!}^場における日本型雇用制鹿の調査によって 

次のような暫定的結論が得られた。

第一に日本の雇用制度は独特のカルチャーによって 

決定されてW、る侧面がある。労働者の企業意識の高さ, 

融通無礙の組纖行動，能力平等主義，企業内労働組合 

主義などを外国人従業員に期待することはできない。

第二に，しかし，日本の制度は普遍的な侧面を 

も多分にもっている。人間主義，階層的平等主義,雇 

用保障，年功昇進，昇給，経営参加, ジgプ*デマヶ 

ーションの排除などは,現代企業の技術と組織に適合 

的な施策であり，外国にも移植可能であろう。

団体交渉と交渉力

企業別労働組合と企業別交渉はわが国で確立した制 

度である。経営者のみならず企業別組合のリ一 ダーに 

‘もそれを廃止しようというモチベーションはない。

団体交澳における交渉力は労使当事者をめぐる環境 

的請条件と双方の戦略，戦術によっ て決定される。端 

的に言えぱ，双方のストライキ，コX トによって交渉 

力が決まる。わが国では企業内労使関係の相互依在性 

が 深く，交渉関係はより長期的なものとしてとらえ 

れ，交淡力の現われかたも複雜微妙である。

一発回答主義の比較分析によって，ストレートなバ 

ヮ ー バ ー ゲニ ン グ型（G E) , 団体交渉が経営者の労 

使関係管理のわくぐみに組み入れられている従業員組 

合 型 （銀行. デバート），及び上記ニ0 のタイプの中間 

にある鉄鋼大手塑にわけられた。

鉄銅大手会社の労使関係ほ1960ギ以来一発回答主義 

が確立しており，その下で組合員の組合に対する不溝 

とアバシーが広がっている。経営者は，右 派 r組合:3三 
義者J 一 ダーに対するr労使関係配慮J と，労働者

に対する「統制的j でありかつ「能力開発• 自あ管理J 

重視の労務管理を展開することによって，矛盾が顕在 

化するのを防いできた。

賃金決定の行動分巧

企業別組合主義の下でも，企業内にifc}鎮された督金 

決定が行われて'̂ 、るわけではない。高庇成錢下に発腐 

した春岡は货を決定のr社会化J を推進した。翁011の 

実質的参加人員は組織労働者の7 割を占め，その燃響 

は広饥になった。昭和40年代を通じて大幅賃上げの持 

続， 業を超;t た賞金平準化，および質上げの-ド方(Si 
直性が現れた。 .

(6,97) .
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昭和40年代における主要な貧金決定基準は，世間相 

場, 企業の業績, 物価および労働市場耍因であった。 

大企業では相場，中小:(k業でほ労働市場要因が®視さ 

れた。好況期には招場のfi要性がまし，不況期には企 

業業績めケムイトが増した。

労働者の賞金比較行動の分析によって次のととが明 

らかになった。賞金比較ほ直接接触のある範囲で行わ 

れ，高賃金者との比較が多い。賞金の準拠染団は，20 

歳代で最も外に開かれており，年齢とと’もに企業内へ， 

職場内へと「封鎮j されていく。しかし，鉄鋼，化学 

という典型的[定着的労働力J の準拋染団も企業:外に. 

かな.り開かれて'0 る。

企業と労働組合の賞上げに関する準拠行動の分析に 

よってわが国の貧金決定のメ力ニズムを探った。主耍 

なファインディンダスは次のとおりである。

(1)(4とんどすベての企業と組合は賃上げの準拠集団 

をもち,相場の指標としては賃上げ額が最も重視され 

ている力％ 中小企業では個別賃金や初任給も重視され 

ている。労働組合ぱ賃金波及をつよめ，波及範fflをひ 

ろげる働きをしている。

(2)全産業的賃金波を機構の中核にあるのは鉄鋼，私 

鉄，化学，電機，造船などの産業で，相場はそこから 

他の産業の大手に波及し，多産業の大手を通じて，産 

業内の他の金業に波及する。

(3〉産業内の賃金彼及は制度化しているが，産業問の 

賞金波及は硬直化しておらず，経済的変動に対して多 

分に弾力的に反応する。

労使関係の制度化と労働者意識の動向

戦後における労使関係の発展は「制度化j の進行と 

して耍約できる。しかし, i9eo年代末から主要資本主 

義国においてストライキは増加傾向に転じ，スタグフ 

レーシg ンの下で，社会的緊張が高まっている。

昭和40^1^代において労働者意識が大きく変、化したと 

は言えない。高度成丧下でも労働‘者の企業意識はさし 

て低下せず，質をと資産に関する不満はひきつづき大 

きかった。企業意識の低下，経済的欲求の低下，練外 

感の蔓延などは事実として確かめることはできない。

M 語

日本型雇ffl制度ほ现代库業の要求に適合した普遍的 

侧而を多分にもっている。今後の低成長経済の下で，

R 本の履;H制度は，プレクシビリティを地すための修 

IEを加えながら，基本的性格を変えずに特練するであ

—— 118 (698)

ろう。

白本型雇;T3制鹿は，開発途上国の工業化のための社 

会技術として貢献するであろうし，また先工業社会 

の現代的祸弊を癒やすためにも役立つであろう。日本 

型雇用システムの客観的な記述化が望ま;K る。

経済の高& •成長とともに発展した春闘は1S75年に車え 

機を迎えた。大方の予想よりはるかに低い妥結につい 

ては，結局経済'的に調整されたのだとする見方もある 

が，75年春闘のプロセスでは政財界による系統的な貧 

金政策の展開があり，企業経営者による企業別組合リ 

一ダーと労働者に対する债極的な働きかけがあって， 

はじめて高度成長の[情性j を断ち切ることができた 

のである。企業別組合主義を板底にもつ春闘は，経济 

的弾力性をもつ。しかし低成長下でも，パターン•バ 

一 ゲニングは崩段せず,賃金決定の社会的基準として 

の春闕相場は作用しづづけるであろう。

論35̂審査の要旨

r日本の労使関係と賃念決定に関する実誕的研究J 

と題する本論文は，日本の労使関係を，そ'の雇用制度， 

団体交渉，賞金決定，労働者意識などの諸側面にっい 

て実証的に分析し，評価することを，その目的とする 

ものである。その対象とされた期間は, I960年代から 

1970年代中葉のいわゆる日本経あの高度成長期である。 

また対象とされた企業は，日本の民間太企業を主とし 

ており，中小企業や公共部門にほ及んでいない。

研究方法はダンロップの労使関係システム論の影響 

を受けて、るが，環境によるル一 ル決定の帰結にのみ 

分析の視里チを限定することなく，労使当事者の相互作 

用とルール設定のプロセス自体にも関心を寄せている0 

したがって，雇用量と賃☆を分析指標として構築され 

る新古典派の労働市場論よりは,むしろ行励科学的な 

労使関係分析の手法に負うところが大きい。その結果 

として，あらかじめ明示的な仮説を立てて,.これを現 

実のデ ー タ で検SEするという手続きをふんでレ、な、、場 

合が多いけれども，その反而に計量的タ析では，刺別 

のK 難な組織や制度の機能にゥいて與味ある問超の発 

見に成功している。 ,

さて戦後IH本の労働組合にみられる企業組織につい 

ては，これを敗戦直後の高揚した組合運動が，資本の 

攻撃を受けて転落，停滞した姿とみる説，あるいは日 

本の大企業において技律?がそれぞれに特殊なものとし 

て導入，あるいは形成され，それに対応して労働者の 

技能も企業内における経験の蔣勘によって形成される
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とする説が立て,られてきた。しかし戦後30年を链過し， 

また技衛ホ新にともない旧レ熟練の内容は大幅にまイ匕 

したにもかかわらず，日本の労使関係は，果してこ©  

問に墓本的な変'化を遂げたであろうか。本論文の焦点 

は，この設問に答えようとするところに置か;^ている。

かつて藤林敬三教授は，労使関係が第1次開係すな 

わち経営対従業員の関係と, 第2次関係すなわち経営 

お組合関係とから成立しており，日本の労使関係は[第 

,1次関係と第2次関係とが同時に混在，すなわち不可 

分をの状歯で存在するJととに由来するという，r2元 

的労使関係論J を展開した。この第1次関係と不可分 

離に結合した組合を「企業内労組Jと呼んで,’組合の組 

織形態について名付けられたr企業別組合Jという用語 

とE 別したのも，その特徴としてあげることができる。 

本論文の第2部 r団体交渉と交澳力」にぉいては，い 

わゆる一発回容主義の事例として，ゼネラル.エレク 

トリタク社のプールワリズム, 日本のホクイトカラ*■-

組合ぉよび鉄鋼大手会社の比較分析が行われ，また第 

3部[賞金決定の行動分析jでは，春闘による貧金決定 

の波及過極を, 準拠集団の概念を用いて分析している。 

これらを通じて日本の0 体を渉が專ら企業内交澳とし 

ての性格をもち，が つ 「事務折衝J などとよばれるぎ 

公式なプロセスが重要な役割を果していることが明ら 

かにされる。鉄鋼大手の一発回答よ義も，その確立過 

殺においてゆプ"ルヴリズム的な力による対決政策と 

いう性格が強かったが，次第に職場のラインを通ずる 

日常のコミュニケーションを通じて会社自身の手で組 

合員の要求水準をftり，あるいは作業長制度等を介し 

てこれに働きかけて'^社側の望む方向にこれを操作す 

るとともに，このようにして把握された組合のr譲ホ 

の限界j をある程庇は受けいれることによって，企業 

別組織の組合リーダーを温存するという機能をもつよ 

うになってくる。

このように日本の労働組'合における企業別の組織は, 

単に独占資本主義段階における大企業の内部昇進制と 

長期的胆用関係が生みだす一般的傾向をあらわすだけ 

でなく, その団体交渉と賞★決走の過程において顕箸 

な企業内的な機能をもつことがー方に;̂' V、て指摘され 

る。しかしX 他方において，この組合の存在力;,卷闘 

相場の波及過® において，準抓集団の姑大による世問 

相場のffi祝をもたらし，外部労働市場と物価の勘向に 

より想̂!；̂される初任給が,年功により格付けされた内 

部労働Th'場に影響を友ぽす場合r 一定の企業外的な梭 

能を来すととも解明されている。また遥業間の貧金波

及箱0 を劃する条件として，定着的な男子労働力がホ 

心をなすという労務構成面の# 徵と,やや矣期的な収 

益状熊がパターンのね及を許容しうる程鹿であること 

力’ホげられている。この後者の条件は，また収益状態 

が好転する好说期には相場の波及力が強まり，卷闘に 

よる貴上げの分散が小さくなるという結果をもたらす 

ものでもある。かくで昭和30年代の高族-成長は，一力 

'で春岡による貧金波あのメカうズムを定着させたが， 

他方では労働組合のビジネス，ュニオニズム的性格を 

増大させ, ストライキの衰退や組合の役割低下を,もひ 

きおこした。40年代に入って日本経済の構造変化や労 

働者め意識匕が指摘されているが，各種の労働者意 

識調査を慎に比較すれぱ，その変化は思、の外少な 

かった。それらについては第4部 [日本の労使関係J 

で論じられている。

この日本的肩用システムの特徴を，匿際比較によっ 

て解明しようとするのが，第 1部 r日本の雇用制度と 

その国際的展開」の課題す、ある。すなわち開発途上国 

あるいは先進請国に進出した企業における日本'型雇用 

シ.ステムの働きのうちには, 現地従ま者I'こ対しては企 

業忠誠心や定着性に関する要求水，を弓I下げ,あるい 

は組織を明確化し， 力評価を進めるといった修正を 

必要とする部分がある。しかし又他面,従業者の全人 

格に関心をもつ人間主義的アプロ一チや,社会階級の 

存在を無视した平等主義的アプローナ，安定をffl視す 

る長期雇用制度と勤続重視の賃金，昇進制度等は，現 

代産業の高族な技術的*組棒的•社会的要求に適合的 

な性格ももっているであろう。

以上りような雇用システムは，ニ*方で日本の社会的 

，文化的特徴に根ざすものであるとともに，f也方では 

戦後の高族成長を背景として始めて定着しえたもので 

もある。この背景の持続が限界に達し，スタグフレー 

シ3 ン下で遂行された1^75年春圃は，低成長経済下の 

労使関係を予想する重要な手がかりとなるものであるC 

労働者の企;業意識，組織志向性，技術变化の受容,経 

営参加意欲，定着性な，どは今後もあまり変らないであ 

ろうが，その梓内で雇;H調盤力の激化や能力差別化， 

組合組織の企業からの自立，産業別組織の役割増大等 

は起りうるであろう。集団的社会行動としての春闘は 

低成長下においても崩壞することはないであろうとい 

うのが，本論文の筆者の展望である0

本論文の特傲は, 賞金決定のメ力ュズムを，労使[̂1 

係の事例研究を中心として解明したところにある。特 

にその準拠集団論を用いた制鹿的分析は他に類例が少

119 (：699)
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なく，評量分析では刺断の困難な問題の解明に成功し 

たことは評価されをべき点である。また組合の企業別 

組織が特っ企業内的機能については，まだ理論的に十 

分展開されているとはいい難いが，多くの注目すべき 

間題が指摘されている。その反ISUと，対象が民問大金 

業に限定され，また労使の企業内交渉における非公式 

的なプロセスの解明に重点が置かれながら，生産の現 

場における労使のビヘイビアの観察が十分实行されな 

かハたことは，いずれも今後fc課題を残すものといわ 

なけれぱならない。しかし戦後日本の賃全決定に関す 

る行動論的分析を，よくシステム的にまとめ上げた業 

鎮はたかく評価されるべきであり，経済学博士の称号 

を得るにふさわしいものと制定する。

論文審香担当者主ま中鉢正美 

副 查黑川俊雄  

副を佐财陽子

河合後三君学位授与報告

報 告 番 号 乙 第 853号

学位の盤顏経済学博士

授与の年月日昭和51年 9月30日

学位論文題名r戦後国際通貨体制の亮展過程J

内 容 の 要 旨

従来のわが国の国際通货問題に対する認Itおよび®貨 

当局の対応振りが箸しく米国寄-りなことで，こうした 

偏向を楚正する目的意識のもとに，欧州大陸諸国の主 

張ゃ貨歉観に対しても注意を怠らぬよう努めた。

第一章では，プレトソゥッズ休制の成立から崩壊に 

至るまで.の過殺を重大な国際通貨情勢の变化との関連 

において分析したが，結諭としては，戦後の国際通貨 

体制が，1930年代に全く機能の麻俾するに至った金為 

替本位制庞の欠隙を十分払拭せずに継承したことに， 

今日の国際通貨危機を招いた根本的原因があるといえ 

る。プレトンゥッズ体制がドルの金交換停止によって 

崩壊に迫い込まれたのは当然の成り行きであったとは 

いえ，将来の金の処遇に関してはまだ主要国問に完全 

な合意が成立したとみられぬことを,第二章において 

論じた。第三章:においては，プレトンゥッズ休制の動 

揺に伴って表面化してきた国際通貨制度の分極化傾向 

をE C の通貨統合の動きを通じて分析したが，通貨統 

合の理想と現卖の乖離は，最近ニ，三年来かえって拡 

大しっっあり，E C 通货の共通の価基準さえ設定に 

程遠き状態、であるといえる。

論文審査の要旨

H

. 「戦後国際通貨体制の発展過程J 論文耍旨

. , 河合俊三 

国際通貴制度の改iYこはなお進行中であるが，この辺 

で戦後における国隙通货制度の発展過程を振り返って 

みることが，今後の問題の所在を見極める上に•おいて 

も重要であるという観点から本論文を執紙した。かよ 

うな必要を感じたのは，国際通货問題の本質は歴史的 

な分析の方法をとらずには正赚に把握できぬだけでな 

く，イザ効な国際通货制度改本の提案も到底浮んでこな 

いとの考えを深めるに至ったためである。従って，’研 

究を進めるに当っても，あら力、じめ設定された慨念の 

フレームワークの中で現樊に生じた問題の位置付けを 

したり結論を急ぐということをせずに，まず闺際通貨 

問題をめぐる主要閲の論議の真意と背景を，できる 

だけ部細かつ正確に把掘することから出発した。かよ 

うな7 プロ-*チの過租において発思した一*つの事奨は，

本論文は，第一プレトン，ウッズ体制の筋壞過程， 

第二章戦後における金問題の発展，第三享E E C 通貨 

統合の回頸と辟望とからなり，この三つの点から戦後 

の国際通肯体制に関すを祝点を定めている。

ロ
分析方法として機能的に把えることを行わず，歴史 

的方法を用いている。これは筆者め本論文における方

法論，または方法論上の翁学を示している。すなわち，

戦後の通貨体制は一つの概念のフレーム.ワークで把

え る こ と が で き ず ， 社 会 経 済 的 一 一 ■ そ れ も 国 際 的 広 が  

り を も つ ー ■ 一 に 考 慮 さ れ な け れ ぱ な ら な い と す る 哲 学  

に 根 抛 iを も つ 。

第 一 章 で は ， 戦 前 の 国 際 通 貨 体 制 の 欠 陥 を 反 潜 し て ， 

戦 後 の ® 際 贸 易 を 円 滑 な ら し め る よ う に ， I M F  (プレ 

トソ . ウ ツ ズ 体 制 ） を 設 立 し た が ， 戦 後 の 国 際 経 済 は 子  

想 以 上 に ， 深 刻 か つ 大 規 摸 で あ っ た た め に ， I M F は 

決 済 機 構 の 中 心 的 役 割 を 满 ず る こ と が で き ず ， 米 ® の

方 的 ド ル 供 释 装 腔 （例 え ぱ ツ ー シ ャ ル . プラン）に頼ら  

ざ る を え な か っ た 0 こ の た め に 欧 州 地 域 内 で の 通 货 の  

地 域 イ 匕 を 推 進 さ せ た ， す な わ ち 地 域 的 解 決 の 方 向 に ' ^、
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